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第１章 総則 

（目的）  

第１条 この要綱は、職員が働きかけ又は不当要求行為等を受けた場合の取扱い

について必要な事項を定めることにより、組織として情報の共有化と適切な対

応の徹底を図り、もって職員の公正な職務の執行の確保と市政運営の公平性及

び透明性の向上を図り、市民の市政に対する信頼性の確保に資することを目的

とする。 

（定義）  

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

⑴ 職員 地方公務員法（昭和25年法律第261号）第３条第２項に規定する一

般職に属する常勤の職員（地方公営企業等の労働関係に関する法律（昭和27

年法律第289号）第３条第４号の職員を除く。）をいう。 

⑵ 契約事務等 市が行う工事の発注、物品の購入又は業務の委託に係る入札

又は契約及びこれらに関連する事務をいう。 

⑶ 要望等 職員に対して行われる市の事務事業に関する要望、請求、要請そ

の他名称のいかんを問わず職員の作為又は不作為を求める一切の行為をい

う。 

⑷ 働きかけ 職務に関し、職員に対して行われる契約事務等の公平、公正な

執行を損なうおそれのある要望等をいう。ただし、公聴会その他の公式又は



公開の場における要望等、陳情書又は要望書等の書面による要望等及び単な

る照会又は資料請求等は、この限りでない。 

⑸ 不当要求行為等 市に対するあらゆる行為であって、次に掲げるものをい

う。 

ア 暴力行為、脅迫行為、威力を示す行為、困惑させる行為その他これらに

類する社会常識を逸脱した手段（以下「不当な手段」という。）を用い

て、職員に職権を行使すること又は行使しないことを要求する行為 

イ 正当な理由なく職員に面会を強要する行為 

ウ 職員の職務遂行に支障をきたす長時間にわたる一方的な面談又は電話へ

の応対を強要する行為 

エ 乱暴な言動等により職員に心身の不安を抱かせる行為 

オ 不当な手段を用いて、又は拒否されたにもかかわらず、機関紙誌の購読

その他物品の購入を要求し、又は寄附金若しくは賛助金の供与を要求する

行為 

カ 職員に対し、不当な手段を用いてその職務上知り得た情報の提供を要求

する行為 

キ 職員に対し、不当な手段を用いて許認可に関する作為又は不作為を要求

する行為 

ク 職員に対し、不当な手段を用いて職員の任免等を要求する行為 

ケ アからクまでに掲げるもののほか、市の事務及び事業の適正な執行並び

に庁舎等の施設の保全及び秩序の維持に支障を生じさせる、又はそのおそ

れのある行為 

（職員の基本姿勢）  

第３条 職員は、法令を遵守し、何人に対しても公正、公平な姿勢で対応するも

のとする。 

２ 職員は、全体の奉仕者であることを自覚し、働きかけ及び不当要求行為等に

対しては、厳正な態度で臨むものとする。 

（所属長の責務） 

第４条 所属長は、常に所管する業務及び所属する職員に対する働きかけ及び不

当要求行為等（以下「働きかけ等」という。）の把握に努めるとともに、働き



かけ等が発生したとき、又は発生するおそれがあると認めるときは、適切な指

導監督を行い、働きかけ等に対し、組織的に対処しなければならない。 

第２章 働きかけ 

（働きかけの主体者の範囲） 

第５条 この要綱において、働きかけの主体となる者は、職員に対して一定の地

位等を有する者として、次の各号に掲げるものとする。 

⑴ 法人及び業界団体、政治団体その他の団体の役員及び使用人その他の従業

者又は構成員並びにその依頼を受けた者 

⑵ 議員（議員であった者並びに議員の秘書、親族及びその依頼を受けた者を

含む。） 

⑶ 行政機関の職員等（職員であった者を含む。） 

（働きかけを受けた場合の対応） 

第６条 職員は、働きかけと思料される要望等を受けたときは、当該要望等を行

った者に対し、当該要望等については応じられない旨及び当該要望等の内容そ

の他必要な事項を記録する旨を伝えなければならない。 

２ 職員は、働きかけと思料される要望等を受けたときは、単独で応対せず、可

能な限り複数の職員で応対するなど、要望等の内容を正確に把握するための対

応をとるよう努めるものとする。 

（働きかけの記録等） 

第７条 職員は、前条第１項に規定する働きかけと思料される要望等を受けたと

きは、直ちに当該要望等の内容その他必要な事項を働きかけ対応記録票（第１

号様式）に記録し、所属長に報告しなければならない。ただし、要望等の要件

がその場で終了した場合において、改めて対応する必要がないときは、この限

りでない。 

２ 職員は、前項の働きかけ対応記録票を作成するときは、事実に基づき、正確

に記録しなければならない。 

（働きかけの報告等） 

第８条 前条第１項の規定により報告を受けた所属長は、当該報告を行った職員

に対し、必要な助言又は指示を行うとともに、働きかけ対応記録票の写しによ

り、所管する部等の長を経由して財政部契約課長（以下「契約課長」とい



う。）に報告するものとする。 

（働きかけの報告の処理等） 

第９条 契約課長は、前条の規定による報告を受けた場合において、当該報告の

内容が働きかけに該当すると思料されるとき、又は働きかけへの該当の有無が

判断できないときは、速やかに財政部長に報告するとともに、働きかけの対象

となった契約事務等に関し、所属長に対し、必要な助言又は指導を行うものと

する。 

２ 契約課長は、前項の報告の内容がこの要綱に規定する働きかけに該当しない

と認めるときは、所属長に対し、その旨を通知するものとする。この場合にお

いて、必要と認めるときは、契約事務等に関し、助言を行うことができる。 

（働きかけの判断及び市長への報告等） 

第10条 財政部長は、前条第１項に規定する報告を受けたときは、速やかに、そ

の報告に係る要望等の働きかけへの該当の有無について判断するものとする。 

２ 財政部長は、前項の規定により働きかけに該当すると認めた場合において、

契約事務等の公平、公正な執行を確保するために必要であると認めるときは、

速やかに、市長に対し、当該働きかけの内容を報告するものとする。 

３ 財政部長は、第１項の規定により働きかけに該当すると認めたときは、速や

かに、所属長等にその旨を通知するとともに、適切な対応を図るために必要な

助言又は指導を行うものとする。 

４ 第１項の規定により働きかけに該当しないと認めたときは、所属長にその旨

を通知するものとする。この場合において、必要と認めるときは、契約事務等

に関する助言を行うことができる。 

（措置の実施） 

第11条 市長は、契約事務等の公平、公正な執行と市政運営の公平性及び透明性

を確保する上で必要と認めるときは、次の各号に掲げる働きかけを行った者の

区分に応じ、当該各号に定める措置を講ずるものとする。 

⑴ 働きかけを行った者が職員以外のものであるとき 文書等による改善要請 

⑵ 働きかけを行った者が職員であるとき 懲戒処分（事実上の処分を含

む。） 

⑶ 働きかけの目的により利益を得る特定の者が明らかである場合において、



その者が入札参加有資格者（いわき市工事等に係る指名競争入札参加者の資

格審査及び指名等の基準に関する要綱（昭和52年４月１日実施）第４条又は

いわき市物品購入等に係る指名競争入札への参加資格、指名の基準等に関す

る要綱（平成元年２月１日実施）第５条の規定による登録を受けた者をい

う。）であるとき 指名停止措置 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、働きかけの事実の公表その他契約事務等の公

平、公正な執行を確保する上で必要と認める措置 

（建設業者選定委員会への報告） 

第12条 市長は、前条の規定により、働きかけの事実を公表しようとするとき

は、庁内における働きかけに関する情報の共有と適切な対応の徹底を図るた

め、あらかじめ、財政部長を通していわき市建設業者選定委員会に報告するも

のとする。 

第３章 不当要求行為等 

（不当要求行為等に対する対処）  

第13条 不当要求行為等に対しては、単独で応対せず、可能な限り複数の職員で

応対するものとする。 

２ 職員は、不当要求行為等が発生したとき、又は発生するおそれがあるとき

は、直ちに所属長へ報告しなければならない。 

３ 所属長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに所管する部等の

長に報告するものとする。 

４ 前項の場合において、当該報告の内容が緊急を要するもの又は必要であると

認めるときは、総務部職員課法令遵守推進室長（以下「法令遵守推進室長」と

いう。）に対し、第15条第１項に規定する法令遵守推進員の派遣を要請するこ

とができる。 

５ 所属長は、不当要求行為等に対しては、総務部職員課法令遵守推進室、当該

所属の属する庁舎の管理について責任を有する者、市民協働部市民生活課及び

管轄する警察署その他の関係機関と連携を図りながら、適切に対応するものと

する。 

６ 部等の長は、不当要求行為等への対応にあたっては、所属長に対し、必要な

助言又は指導を行うものとする。 



（不当要求行為等に関する関係機関への報告）  

第14条 所属長は、前条第２項の規定による報告を受けたときは、速やかに不当

要求行為等報告書（第２号様式）により、部等の長を経由して、法令遵守推進

室長に報告するものとする。この場合において、緊急その他やむを得ない事情

があるときは、報告書に代えて口頭その他適切な方法により報告するものとす

る。 

２ 所属長は、口頭その他適切な方法により報告をしたときは、速やかに不当要

求行為等報告書を作成し、部等の長を経由して、法令遵守推進室長へ報告する

ものとする。 

３ 所属長は、前２項の規定により報告した不当要求行為等への対応の状況につ

いて、随時、部等の長を経由して、法令遵守推進室長に報告するものとする。

この場合において、報告の方法については、前２項の規定を準用する。 

４ 法令遵守推進室長は、前３項の規定による報告を受けたときは、その内容を

速やかに総務部長に報告するものとする。 

５ 総務部長は、前項の規定による報告を受けた場合において、同種の不当要求

行為等の発生を未然に防止するために必要があると認めるときは、部等の長に

対し、必要な情報の提供を行うものとする。 

（法令遵守推進員） 

第15条 本市に対するあらゆる不当要求行為等に適切に対応し、庁舎等の施設の

保全及び秩序の維持と法令遵守の徹底を図るため、総務部職員課法令遵守推進

室に法令遵守推進員を置くことができる。 

２ 法令遵守推進員は、次に掲げる業務を行う。 

⑴ 不当要求行為等（不当要求行為等が発生するおそれがある場合を含む。）

への対応に関すること。 

⑵ 不当要求行為等に関する助言又は指導に関すること。 

⑶ 不当要求行為等への対応に関する職員研修の企画及び実施に関すること。 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、不当要求行為等の防止及び法令遵守に関する

こと。 

３ 法令遵守推進室長は、第13条第４項の規定による要請を受けた場合におい

て、不当要求行為等に適切に対応するために必要と認めるときは、当該要請に



係る不当要求行為等に対応させるため、法令遵守推進員を派遣するものとす

る。 

第４章 雑則 

（運用状況の公表等） 

第16条 市長は、毎年１回、この要綱の運用状況について、公表するものとす

る。 

２ 働きかけ対応記録票及び不当要求行為等報告書は、いわき市情報公開条例

（平成10年いわき市条例第１号）第２条第２号に規定する行政情報として、同

条例に基づく開示請求の対象とする。 

（補則） 

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成20年４月１日から実施し、同日以後に生じた働きかけ及び不

当要求行為等（同日前から継続しているものを含む）について適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成23年６月１日から実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１号様式（第７条関係） 

働きかけ対応記録票 

発 生 日 時 
年  月  日 （  ） 

時   分 から   時   分 まで 

働 き か け を 受 け た 

職 員 の 氏 名 等 

所属名 

職 名 

氏 名 

方 法 及 び 場 所 

□ 面 談（場所：           ） 

□ 電 話（場所：           ） 

□ その他（              ） 

働 き か け の 主 体 者 

（氏名、連絡先等） 

 

 

 

 

働 き か け の 内 容 

 

 

 

 

 

対 応 し た 措 置 

 

 

 

 

処 理 の 結 果 

 

 

 

 

備 考 

 

 

 



第２号様式（第14条関係） 

平成  年  月  日 

不当要求行為等報告書 

総務部職員課法令遵守推進室長 様 

（所属長）所属名 

職名      氏名 

発 生 日 時 平成  年  月  日    時  分頃 
発 生 状 況 

発 生 場 所  

所属 職名 氏名 

所属 職名 氏名 対 応 者 

所属 職名 氏名 

住  所 
 

年齢    歳 
氏 名 等 

 

性別 □ 男 □ 女 

勤 務 先 又

は 組 織 等 

 
相 手 方 

連 絡 先 
 

要 求 の 内 容 

 

対 応 結 果 

 

被害発生の有無 

□ 有  

 

□ 無 

警 察 等へ の 

届 出 の有 無 

□ 有（届出先：           ） 

   （届出日時：平成  年  月  日：  時  分） 

□ 無 

所属長の意見  

そ の 他  

備考 

１ 要求の内容には、相手方の要求、主張する内容のみを記載すること。 

２ 部等の長を経由して報告すること。 


